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昨
今
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
問
題
や
産
廃
処
分
場
の
問
題
な
ど
、
廃
棄
物
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に 

 

な
っ
た
が
、
問
題
解
決
に
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
循
環
型
経
済
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
政
治
の
側
か
ら
も
こ
れ
ま
で
は
特
段
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
廃
棄
物
に
関
す
る
諸
立
法
施
策
を
積
極
的
に
講

じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
の
廃
棄
物
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
未
知
な
部
分
も
ま
だ
ま
だ
あ
り
、
今

回
の
主
意
書
で
不
明
な
点
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
政
策
立
案
活
動
の
基
礎
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

（
1
） 

厚
生
省
で
は
毎
年
、
一
般
廃
棄
物
及
び
産
業
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理
の
状
況
、
ま
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
施
設
整

備
状
況
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
、
結
果
を
と
り

ま
と
め
、
こ
れ
を
「
一
般
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理
状
況
等
に
つ
い
て
」「
産
業
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理
状
況
等
に
つ

い
て
」
と
し
て
公
開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
開
示
さ
れ
る
情
報
は
、
二
年
前
の
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
は
適
切
な
行
政 

 
 

施
策
を
講
じ
る
上
で
、
い
さ
さ
か
支
障
を
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
集
計
と
り
ま
と
め
に
二
年
間
を
要
す
る
理
由
は
何

か
。
ま
た
こ
れ
を
一
年
間
に
短
縮
す
る
こ
と
は
可
能
か
。 

以
下
、
質
問
す
る
。 
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（
4
） 

平
成
九
年
度
に
お
い
て
、
通
産
省
産
業
構
造
審
議
会
廃
棄
物
処
理
・
再
資
源
化
部
会
産
業
廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
逼
迫
の
認
識
に
も
と
づ
き
、
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
の
廃
棄
物
最

終
処
分
量
削
減
の
計
画
を
各
企
業
に
立
案
す
る
よ
う
も
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
最
終
処
分
場
の 

（
3
） 

厚
生
省
で
は
、
平
成
八
年
八
月
に
二
〇
〇
八
年
に
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
残
余
年
数
が0

に
な
る
試
算
資
料

を
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
試
算
根
拠
及
び
前
提
条
件
を
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。 

（
2
） 

（
1
）
に
付
随
す
る
事
項
で
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
七
日
付
け
で
発
表
さ
れ
た
「
産
業
廃
棄
物
の
排
出
及
び
処
理

状
況
等
に
つ
い
て
」
で
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
現
在
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
状
況
か
ら
、
首
都
圏
の
最
終

処
分
場
の
残
存
容
量
を
一
．
一
年
分
と
見
積
も
っ
て
い
る
が
、
三
年
た
っ
た
平
成
一
〇
年
現
在
で
も
最
終
処
分
は
実
施

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
平
成
九
年
度
、
平
成
八
年
度
で
も
同
様
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
「
残
余
年
数
」 

 
 

 

は
、
単
純
に
当
該
年
度
最
終
処
分
場
残
存
容
量
を
当
該
年
度
最
終
処
分
場
で
除
し
た
値
を
指
標
と
し
た
も
の
と
推
察
で

き
る
が
、
こ
の
「
残
余
年
数
」
指
標
で
、
最
終
処
分
場
は
何
年
程
度
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る

か
。
ま
た
三
年
前
の
情
報
に
も
と
づ
き
指
標
を
算
出
し
て
い
る
が
、
最
終
処
分
場
の
整
備
に
つ
い
て
具
体
的
に
実
施
し

て
い
る
施
策
に
つ
い
て
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。 

二 

 



 

 

三 

残
余
年
数
が
0
に
な
る
と
の
厚
生
省
の
試
算
を
反
映
し
て
い
な
い
。
廃
棄
物
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
状
況
認
識
に
齟
齬

が
あ
れ
ば
、
具
体
的
な
施
策
の
効
果
的
効
率
的
な
運
用
に
支
障
を
来
た
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
状
況
認
識
の
統
一

を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
。 

（
5
） 

有
害
廃
棄
物
に
関
し
て
は
バ
ー
ゼ
ル
条
約
に
対
応
し
た
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法 

律
」
上
の
廃
棄
物
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
輸
出
入
の
承
認
は
有
価
物
と
無
価
物
と
を
問
わ
な
い
の
に
対
し
、
「
廃
棄
物
の 

 

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
体
系
上
の
輸
出
入
の
承
認
は
有
害
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
無
価
物
の
み
に
限
ら
れ
て

い
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
の
運
用
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
定
義
の
と
ら
え
方
が
違
う
こ
と

で
、
運
用
面
で
困
難
な
面
が
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


